
 
若手技術者登用促進のための総合評価方式（土木一式工事）の試行について 

 
 
第三次三重県建設産業活性化プランに基づき、若手技術者（３９歳以下）の登用を促進する

ため、以下のとおり若手技術者登用促進のための総合評価方式を試行します。 
 
 
試行その１ 配置予定技術者の工事実績を設定しない総合評価方式 
 
１ 対象工事 
  発注業種   土木一式工事 
  予定価格   ５千万円以上１億５千万円未満の一部（各建設・下水道事務所発注工事） 
 
２ 試行時期 
  平成２８年度から試行（継続） 
 
 
試行その２ 配置予定技術者の工事実績の評価 
 
１ 評価項目 
 
簡易型Ｂ 

中項目 小項目 評価基準 

加算点 

評価内容等 
配点 

小項目 

配点 

配置予定技術者

の工事実績等 

主任（監理）技術者 

又は現場代理人 

としての工事実績 

評価対象工事①の実績あり 20 

20 

「主任（監理）技術者又は現場代理人としての工事

実績」又は「配置予定技術者の若手登用」のいずれ

かのうち、配点が高い項目を評価します。 

 

【主任（監理）技術者又は現場代理人としての工事

実績】 

 ～省略～ 

 

【配置予定技術者の若手登用】 

・「配置予定技術者の年齢が３９歳以下」とは、配置

予定技術者の年齢が公告日において３９歳以下で

あることを指します。 

評価対象工事②の実績あり 15 

評価対象工事の実績なし 0 

配置予定技術者の 

若手登用 

配置予定技術者の年齢が３９

歳以下 
18 

 
簡易型Ａ 

中項目 小項目 評価基準 

加算点 

評価内容等 
配点 

小項目 

配点 

配置予定技術者

の工事実績等 

主任（監理）技術者 

又は現場代理人 

としての工事実績 

評価対象工事①の実績あり 10 

10 

「主任（監理）技術者又は現場代理人としての工事

実績」又は「配置予定技術者の若手登用」のいずれ

かのうち、配点が高い項目を評価します。 

 

【主任（監理）技術者又は現場代理人としての工事

実績】 

 ～省略～ 

 

【配置予定技術者の若手登用】 

・「配置予定技術者の年齢が３９歳以下」とは、配置

予定技術者の年齢が公告日において３９歳以下で

あることを指します。 

評価対象工事②の実績あり 5 

評価対象工事の実績なし 0 

配置予定技術者の 

若手登用 

配置予定技術者の年齢が３９

歳以下 
9 

 
２ 対象工事 

発注業種   土木一式工事 
予定価格   ５千万円以上１億５千万円未満（各建設・下水道事務所発注工事） 

 
３ 試行時期 
  令和３年６月１日以降の公告にかかる案件から試行 



試行その３ 配置予定技術者の資格保有状況の評価 
 
１ 評価項目 

中項目 小項目 評価基準 

加算点 

評価内容等 
配点 

小項目 

配点 

配置予定技術者

の資格保有状況 

技術士、土木施工管理技

士、建設機械施工技士、又

は国土交通大臣が建設業

法第１５条２号のイと同等以

上の能力を有するものと認

定した者の資格 

技術士、１級土木施工管理技

士、１級建設機械施工技士、

又は国土交通大臣が建設業

法第１５条２号のイと同等以

上の能力を有するものと認定

した者の資格保有 

5 

20 

～省略～ 

 

・２級土木施工管理技士又は２級建設機

械施工技士の資格は、配置予定技術者の

年齢が公告日において３９歳以下である

場合に評価します。 

配置予定技術者の年齢が３９

歳以下かつ２級土木施工管

理技士又は２級建設機械施

工技士の資格保有 

3 

上記以外 0 

 
２ 対象工事 
  発注業種   土木一式工事 

予定価格   ５千万円以上８千万円未満（各建設・下水道事務所発注工事） 
 
３ 試行時期 
  令和３年６月１日以降の公告にかかる案件から試行 
 
 
 
 
 
 
 
 
【総合評価方式に関する問い合わせ先】 
 三重県県土整備部 公共事業運営課 総合評価班 TEL：059-224-2696 


